
令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 32 － 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 166号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を指定し、奈良市会

計規則（昭和 40年奈良市規則第 1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定納付受託者の名

称、住所又は事務所の

所在地 

東京都文京区本郷 3丁目33番5号 

三菱UFJニコス株式会社 代表取締役 角田 典彦 

指定をした日 令和7年4月1日 

納付を委託すること

ができる歳入の種類 

市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険料（普通徴収分）・後期

高齢者医療保険料（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・保育料・保育実費（給食

費・延長保育利用料・一時預かり利用料・災害共済掛金） 

指定納付受託者が提

携しているコンビニ

エンスストア及び決

済事業者 

 

東京都千代田区二番町 8番地8 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 代表取締役社長 永松 文彦 

東京都品川区大崎一丁目 11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー 

株式会社ローソン 代表取締役社長 竹増 貞信 

東京都港区芝浦三丁目 1番21号 

株式会社ファミリーマート 代表取締役社長 細見 研介 

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 

ミニストップ株式会社 代表取締役社長 藤本 明裕 

東京都千代田区岩本町 3-10-1 

山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島 延浩 

東京都港区港南 1丁目8番27号日新ビル 12階 

株式会社しんきん情報サービス 代表取締役社長 飯吉 真 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665-1 

株式会社ポプラ 代表取締役社長 岡田礼信 

北海道札幌市中央区南 9条西5丁目421番地 

株式会社セコマ 代表取締役社長 赤尾 洋昭 

 東京都千代田区内幸町 1-2-2日比谷ダイビル 13階 

ビリングシステム株式会社 代表取締役 江田 敏彦 

東京都千代田区紀尾井町 1-3 

PayPay株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 中山 一郎 

東京都品川区西品川 1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 

LINE Pay株式会社 代表取締役社長 CEO 前田 貴司 

東京都港区芝浦 3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーS 

株式会社ファミマデジタルワン 代表取締役社長 中野 和浩 

東京都千代田区飯田橋 3丁目10番10号ガーデンエアタワー 

KDDI株式会社 代表取締役社長CEO 松田 浩路 

東京都千代田区永田町 2丁目11番1号山王パークタワー 

株式会社 NTTドコモ 代表取締役社長 前田 義晃 

委託期間 令和 7年 4月 1日から令和8年 3月 31日までとする。ただし、LINE Pay株式会社の委

託期間は令和 7年4月23日までとする。 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 167号 
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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条第 1項の規定により、令和 7年度奈良市一

般廃棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48年奈良市条例第 35号）第

7条第 1項の規定により、別紙のとおり告示する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 60 － 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 168号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良県橿原市城殿町 459大和平野土地改良区内 

公益社団法人 奈良県獣医師会 

会長 𠮷岡 豊 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

 指定をした日：令和 7年4月1日 

 委託をした日：令和 7年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

 令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 169号 

 地方自治法（平成 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目 9番2号 

一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

休日歯科応急診療所診療報酬 

（休日歯科応急診療所使用料） 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年4月1日 

委託をした日：令和 7年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 170号 

 奈良市音声館の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成17年奈良市条例第85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市鳴川町 32番地の1 

 奈良市音声
おんじょう

館 

2 指定管理者の所在地及び名称 
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 奈良市中新屋町 2番地の1 

 奈良町くりえいと 

 代表 公益社団法人奈良まちづくりセンター 

理事長 藤野 正文 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 7年4月1日から令和12年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市音声
おんじょう

館条例（平成 6年奈良市条例第24号）第3条に規定する事業の実施に関すること。 

  (2) 奈良市音声
おんじょう

館の使用承認及び使用制限に関すること。 

 (3) 奈良市音声
おんじょう

館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定めること。 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 171号 

 名勝大乗院庭園文化館の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成 17年奈良市条例第85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市高畑町 1083番地 

 名勝大乗院庭園文化館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市高畑町 1096番地 

 株式会社奈良ホテル 

 代表取締役社長 原田 隆太 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 奈良市名勝大乗院庭園文化館条例（平成8年奈良市条例第 13号）第3条に規定する事業の実施に関するこ

と。 

  (2) 名勝大乗院庭園文化館の使用承認及び使用制限に関すること。 

 (3) 名勝大乗院庭園文化館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

  (4) その他市長が定めること。 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 172号 

 奈良市総合福祉センターの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市左京五丁目 3番地の1 

 奈良市総合福祉センター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良杏町 79番地の4 

 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会 

 会長 西谷 忠雄 
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3 指定管理者の指定の期間 

 令和 7年4月1日から令和17年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市総合福祉センター条例（昭和59年奈良市条例第11号）第5条（第3号を除く。）、第 9条、第14条及

び第16条に掲げる事業の実施に関すること。 

(2) 奈良市総合福祉センター（みどりの家はり・きゆう治療所を除く。）の利用承認及び利用制限に関すること。 

(3) 奈良市総合福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定めること。 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 173号 

 公の施設の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17

年奈良市条例第 85号）第4条第 3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市畑中町 4番地の4 

 奈良市中人権・コミュニティセンター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市船橋町 15番地の4 101号 

 船橋西自治会 

 副会長 玉田 崇二 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 7年4月1日から令和10年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市人権・コミュニティセンター条例（令和6年奈良市条例第 40号）第3条に規定する事業の実施に関 

すること。 

(2) 奈良市中人権・コミュニティセンターの使用承認及び使用制限に関すること。 

(3) 奈良市中人権・コミュニティセンターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定めること。 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 174号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類      

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市都 白石町1026番地の 1 

都 まちづくり協議会  

会長 大西 均 

都 生涯スポーツセンター庭球場使用料 

球技場使用料 

クラブハウス使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年3月25日 

委託をした日：令和 7年3月25日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和10年 3月31日まで 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 63 － 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 175号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類     

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市都 白石町1026番の1 

都 まちづくり協議会 

会長 大西 均 

都 交流センター施設使用料 

備品使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年3月25日 

委託をした日：令和 7年3月25日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和10年 3月31日まで 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 176号 

 地方自治法（平成 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類      

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市都 白石町1026番地の 1 

都 まちづくり協議会  

会長 大西 均 

都 体育館使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年3月25日 

委託をした日：令和 7年3月25日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和10年 3月31日まで 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 177号 

 奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、1 記載の者に対し、2 記載の文書を送達すべきところ、送達を受ける

べき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13

号）第 22条において準用する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2第 1項の規定により、次のとおり公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 7年4月3日 

                                奈良市長 仲 川 元 庸       
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1 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

 省略 

2 送達すべき文書及び部数 

(1) 令和7年1月23日付 差押調書（謄本） １部 

(2) 令和7年2月5日付 配当計算書（謄本） １部 

(3) 令和7年2月12日付 充当通知書 １部 

（令和 7年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 178号 

 奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、1 記載の者に対し、2 記載の文書を送達すべきところ、送達を受ける

べき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13

号）第 22条において準用する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2第 1項の規定により、次のとおり公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 7年4月3日 

                                奈良市長 仲 川 元 庸       

1 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

 省略 

2 送達すべき文書及び部数 

(1) 令和7年1月23日付 差押調書（謄本） １部 

(2) 令和7年2月5日付 配当計算書（謄本） １部 

(3) 令和7年2月12日付 充当通知書 １部 

（令和 7年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 179号 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、1 記載の者に対し、2 記載の文書を送達すべきところ、送達を受ける

べき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13

号）第 22条において準用する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2第 1項の規定により、次のとおり公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 7年4月3日 

                             奈良市長 仲 川 元 庸      

1 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

 省略 

2 送達すべき文書及び部数 

(1) 令和7年2月26日付 差押調書（謄本） １部 

(2) 令和7年3月17日付 配当計算書（謄本） １部 

(3) 令和7年3月24日付 充当通知書 １部 

（令和 7年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 180号 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、1 記載の者に対し、2 記載の文書を送達すべきところ、送達を受ける

べき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13

号）第 22条において準用する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2第 1項の規定により、次のとおり公

示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
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いつでも交付する。 

 令和 7年4月3日 

                               奈良市長 仲 川 元 庸      

1 送達を受けるべき者の氏名及び出国先 

 省略 

2 送達すべき文書 

 令和 7年3月27日付 滞納処分の停止通知書 

（令和 7年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 181号 

 なら工藝館について、なら工藝館条例（平成 12年奈良市条例第 32号）第 3条の 4第 2項の規定に基づき、令和 7

年5月8日から同月11日、13日、14日及び27日に臨時休館することを承認したので、告示する。 

 令和 7年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 7年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 182号 

 国土調査を行うので、国土調査法（昭和 26年法律第180号）第 7条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 7年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 事業計画が決定された年月日 

令和 7年4月1日 

2 調査を実施する者の名称 

奈良市 

3 調査地域 

奈良市二名二丁目、鶴舞東町の一部、学園朝日町 

4 調査期間 

 令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 183号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目 9番2号 

一般社団法人奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

みどりの家歯科診療所診療使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年4月1日 

委託をした日：令和 7年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月7日掲示済） 
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奈良市告示第 184号 

 公の施設の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17

年奈良市条例第 85号）第4条第 3項の規定により次のとおり告示する。 

令和 7年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸      

1 指定管理者を指定する公の施設 

奈良市帝塚山南二丁目 11番2号 

奈良市帝塚山地域ふれあい会館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

奈良市帝塚山南五丁目 7番5号 

奈良帝塚山地域自治協議会 

会長 小嶋 勉 

3 指定管理者の指定の期間 

令和 7年4月1日から令和11年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市帝塚山地域ふれあい会館の利用に関すること。 

(2) 奈良市帝塚山地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。 

（令和 7年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 185号 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年法律第 40号）第 12条第 1項の規定により、歴

史的風致形成建造物を指定したので、次のとおり告示する。 

 令和 7年4月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定番号 指定名称 所在地（指定地） 

1 元林院検番演舞場及び事務所 奈良市元林院町 41番地 

2 山賀家住宅 奈良市築地之内町 37番地 

3 喜多家住宅 奈良市芝 町543番地1 

4 栃岡家住宅 奈良市椿井町 1番地1 

5 木奥家住宅巽蔵 
奈良市芝新屋町 17番地 

（奈良市芝新屋町 17番地、西新屋町 3番地1） 

6 廣岡家住宅 奈良市法蓮町 1106番地2 

7 
町家宿となり（Guest House“TONARI” 

on Naramachi） 
奈良市中新屋町 35番地1 

8 満月 奈良市高御門町 13番地2 

9 The temple（寳珠寺） 奈良市紀寺町 663番地2 

10 貸町家「木屋」 奈良市紀寺町 913番地2 

11 旧橋村家住宅 奈良市今御門町 10番地1 

12 旧山中家住宅 奈良市東寺林町 9番地 

13 吉川家住宅 表門及び表塀 奈良市水門町 57番地、58番地 

14 ギャラリー＆ポストカード 藤影堂 奈良市不審ヶ 子町11番地3 

15 髙倉家住宅 奈良市紀寺町 1012番地 
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16 京終駅舎（奈良市京終駅観光案内所） 奈良市南京終町 204番地3 

17 德田家住宅 奈良市紀寺町 922番地 

18 山本家貸家 奈良市南市町 16番地2 

19 植田家住宅 奈良市紀寺町 943、944、945番地 

20 藤村家住宅門塀及び蔵 奈良市中新屋町 32番地1、33番地1 

21 EENA HOUSE 奈良市川之上突抜北方町 18番地5 

22 西村邸 奈良市花園町 20、21番地 

23 飛鳥神社社務所 奈良市北京終町 18番地 

24 森岡家住宅塀 奈良市高畑町 1108番地2 

25 八木家住宅 奈良市高畑町 954番地1 

26 吉村家住宅 奈良市薬師堂町 31番地1 

27 野﨑家住宅 奈良市川之上町 11番地 

28 大豆山町家 奈良市大豆山町 15番地 

29 花澤家住宅 奈良市中 町77番地3 

30 中島家住宅 奈良市芝 町850番地 

31 旧和田家住宅 奈良市脇戸町 11番地 

32 酒肆春鹿 田中家町家 奈良市今御門町 27番地の4 

33 髙瀨家町家 奈良市西木 町215-1、215-2 

34 旧丸十物産店店舗 奈良市雑司町 486番地の5 

35 御霊神社宝庫及び門塀 奈良市薬師堂町24番地 

36 中川家住宅 奈良市高畑町 928番1 

37 旧金田家住宅 奈良市元林院町 6番1、6番2 

（令和 7年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 186号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 7年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

西登美ヶ丘二丁目 7番4号 富雄元町四丁目 5番21-室番号 

あやめ池南八丁目 5番9-1号 西千代ヶ丘一丁目 4番7号 

東紀寺町三丁目 8番10-2号 若葉台二丁目 12番17号 

東紀寺町三丁目 8番10-1号 東紀寺町三丁目 9番11号 

秋篠早月町 5番26号 東紀寺町二丁目 3番12号 

五条一丁目 13番1号 学園北一丁目 5番17号 

三松三丁目 14番7号 百楽園二丁目 4番12号 

三条大宮町 5番22-5号 平松三丁目 16番13号 

富雄北一丁目 8番4号 帝塚山五丁目 3番36号 

西登美ヶ丘五丁目 11番8号 東紀寺町二丁目 3番13号 
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菅野台 9番12号 南登美ヶ丘 29番21号 

七条西町一丁目 8番7号  

西千代ヶ丘二丁目 13番6号  

大宮町七丁目 2番4-室番号  

宝来二丁目 23番14-2号  

登美ヶ丘五丁目 2番3号  

学園南二丁目 4番8号  

六条三丁目 8番4号  

西登美ヶ丘三丁目 18番1号  

（令和 7年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 187号 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

東京都千代田区一番町 25番地 

地方公共団体情報システム機構 

理事長 椎橋 章夫 

戸籍謄抄本交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

住民票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

課税（非課税）証明書交付手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年4月1日 

委託をした日：令和 7年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 188号 

下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 8条に規定する事由が生じたので、同令

第 12条第 1項の規定により、その住民票を職権で消除したが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同

条第4項後段の規定により公示する。 

なお、この処分に不服のある者は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に奈良市長に

対して審査請求をすることができる。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、奈

良市を被告として提起することができる。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することはできない。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 令和 7年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

事件本人 省略 
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（令和 7年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 189号 

 次に掲げる者に対する障害児通所給付費徴収金に係る充当通知書については、その送達を受けるべき者の住所等が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第20条の2第 1項の規定により、次

のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部障がい福祉課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ

ばいつでも交付する。 

 令和 7年4月11日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 充当通知書 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 7年4月11日掲示済） 

 

奈良市告示第 190号 

 都市計画法（昭和 43年法律第100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 7年4月15日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 6年7月17日 奈良市指令整開 第24A-11号 

令和 7年1月30日 奈良市指令整開 第24A-11-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和7年4月15日 第1934号 

公共施設 令和7年4月15日 第980号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市中山町 1490番1、1493番 1の一部、1482番1及び1488番 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市高天市町 15番地の1 ライフ 21ビル 

ライフニジュイチ株式会社 代表取締役 金澤 孝 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

(1) 道路後退 

奈良市中山町1488番の一部 

(2) 調整池 

奈良市中山町1488番の一部 

（令和 7年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 191号 

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第231条の2の3第1項の規定により次のとおり指定納付受託者として指定

したので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

令和 7年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定納付受託者 

(1) 名称 

株式会社トラストバンク 代表取締役 川村 憲一 
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(2) 住所又は事務所の所在地 

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

戸籍謄抄本等交付手数料 

除籍謄抄本等交付手数料 

届出又は申請の受理等の証明書交付手数料 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 

除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

戸籍の附票の除票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

身分証明書等その他証明書交付手数料 

課税・非課税証明書交付手数料 

住宅用家屋証明交付手数料 

名寄帳交付手数料 

おむつ代医療費控除に係る確認証明書手数料 

墓地使用許可書の書換え手数料又は再交付手数料 

予防接種実費徴収金 

郵送料 

犬の登録手数料 

犬の鑑札の再交付手数料 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

狂犬病予防注射済票再交付手数料 

飲食店営業等許可申請手数料 

製造所設置許可申請手数料 

屋内貯蔵所設置許可申請手数料 

屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

屋内タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

地下タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

簡易タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

移動タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

屋外貯蔵所設置許可申請手数料 

給油取扱所設置許可申請手数料 

販売取扱所設置許可申請手数料 

一般取扱所設置許可申請手数料 

製造所変更許可申請手数料 

屋内貯蔵所変更許可申請手数料 

屋外タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

屋内タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

地下タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

簡易タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

移動タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

屋外貯蔵所変更許可申請手数料 

給油取扱所変更完成検査許可申請手数料 

販売取扱所変更完成検査許可申請手数料 

一般取扱所変更完成検査許可申請手数料 

製造所設置完成検査手数料 

屋内貯蔵所設置完成検査手数料 
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屋外タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

屋内タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

地下タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

簡易タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

移動タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

屋外貯蔵所設置完成検査手数料 

給油取扱所設置完成検査手数料 

販売取扱所設置完成検査手数料 

一般取扱所設置完成検査手数料 

製造所変更完成検査手数料 

屋内貯蔵所変更完成検査手数料 

屋外タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

屋内タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

地下タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

簡易タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

移動タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

屋外貯蔵所変更完成検査手数料 

危険物の仮貯蔵仮取扱承認申請手数料 

製造所等の仮使用承認申請手数料 

タンク水張検査手数料 

タンク水圧検査手数料 

防火管理講習課程修了証明書再発行手数料 

その他証明手数料 

納税証明書交付手数料 

固定資産評価・税額等証明書交付手数料 

扶養証明書交付手数料 

事業証明書交付手数料 

証明書交付手数料（医事薬事） 

薬局開設許可証再交付手数料 

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 

医薬品店舗販売業許可証再交付手数料 

高度管理医療機器等販売業貸与業許可証再交付手数料 

毒物劇物販売業登録票再交付手数料 

診療所開設許可申請手数料 

診療所構造設備使用許可申請手数料 

衛生検査所登録証明書再交付手数料 

飲食店営業等許可証書換え交付手数料 

飲食店営業等許可証再交付手数料 

製造所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋内貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋外タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋内タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

地下タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

簡易タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

移動タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋外貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

給油取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 72 － 

「 

」 

「 

」 
を 

に 

販売取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

一般取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

建築確認台帳記載証明手数料 

ななまるカード再発行実費徴収金 

行政財産使用料 

地境明示手数料 

境界確定原本証明手数料 

市道証明交付手数料 

市道幅員証明交付手数料 

食鳥処理事業許可申請手数料 

食鳥処理事業許可証書換え交付手数料 

食鳥処理事業許可証再交付手数料 

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 

確認規程認定申請手数料 

確認規程認定証書換え交付手数料 

確認規程認定証再交付手数料 

確認規程変更認定申請手数料 

乳児等通園支援事業利用料 

一時保護所職員給食代金 

都市計画証明願 

地形図、都市計画図等の販売 

都市計画境界明示手数料 

輸出証明書の発行手数料 

適合施設の認定手数料（現地調査を要する場合） 

適合施設の認定手数料（現地調査を要しない場合） 

3 指定日 

令和 7年4月1日 

4 指定期間 

 令和 7年4月1日から令和10年 3月31日まで 

（令和 7年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 192号 

 令和 7年奈良市告示第165号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和 7年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 2の表中 

 

 

改める。 

（令和 7年4月15日掲示済） 

奈良甲状腺クリニック 
西大寺南町 5-26 T・K ビル西大寺

SOUTH4F 
95-9084  ○ ○ 

奈良甲状腺クリニック 
西大寺南町 5-26 T・K ビル西大寺

SOUTH4F 
95-9084  ○  ○ 

奈良西大寺まつき内科・内視鏡

クリニック 

西大寺東町二丁目 1-51 西大寺スク

エア4階 
94-3031  ○  ○ 
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監   査 

奈良市監査委員告示第 9号 

地方自治法（昭和 22年法律第67号）第252条の37第5項の規定により、 包括外部監査人纐纈和雅から監査の結

果に関する報告の提出があったので、同法第 252条の38第3項の規定により、別添のとおり公表します。 

令和 7年4月10日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       道 端 孝 治 

同       中 西 𠮷日出 

別添省略 

（令和 7年4月10日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 10号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和 7年4月10日 

                             奈良市監査委員 東 口 喜代一 

同       寺 川   拓 

同       道 端 孝 治 

同       中 西 𠮷日出 

斎苑管理課 

監査結果公表日 令和3年12月 28日（奈良市監査委員告示第 17号） 

措置結果通知日 令和7年3月 27日 

[監査の結果] [措置の内容] 

各種証明書交付手数料の徴収事務について、4月分の

関係書類を査閲したところ、手数料受領の際に発行す

る領収書の控えに金額の記載誤りが見受けられた。ま

た、証明書の種類の記載誤りや証明書の種類が特定で

きないといった誤りも散見された。 

その後の調定手続については問題なく処理されてい

たものの、そもそも領収書は、金銭授受の具体的な内容

を証する重要な書類であり、誤って発行することが許

されるものではない。 

このことを踏まえ所管課におけるリスクマネジメン

ト報告書を確認したところ、「現金等の不適切な管理に

係るリスク」として、現金等の実査や保管の適正化、マ

ニュアルの整備、調定手続の際の誤った処理の防止に

関する記述が見られた。また、公金等取扱マニュアルに

ついても同様に確認したところ、「現金を受領し声に出

して確認する」ことや「領収書及びお釣りを納入者に確

認してもらう」ことなどが記されていた。 

しかし、これらの手続が適切に行われていれば、前述

のような誤りが起きるとは考えられず、マニュアル等

に記載された内容が形骸化していたものと推察され

る。 

各種証明書交付手数料徴収事務の実施に当たって

は、公金等取扱マニュアル等の記載事項を改めて職員

に周知し、収納時の声出し確認を行うとともに、領収

書作成の際には申請書を十分確認し、発行時には他の

職員のチェックを受けた上で、最終的に納入者の確認

を得て発行しています。これにより、現在において誤

った収納は発生していません。 

また、一連の事務終了後及び月に複数回の確認作業

を行うことで、万が一誤りがあった際には直ちに是正

できる体制を整えました。 
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所管課においては、今回の誤りを踏まえてマニュア

ル等の見直しを行い、実現可能で、かつ実効性の高い再

発防止策を講じられたい。 

建築指導課 

監査結果公表日 令和6年12月 27日（奈良市監査委員告示第 18号） 

措置結果通知日 令和7年4月 4日 

[監査の結果] [措置の内容] 

職員の旅費に関する書類を査閲したところ、職員3人

の市外旅費について、支払が行われていなかった。 

旅費については、定期的に財務会計システム（旅行件

名選択ダイアログ）を利用して支払状況の確認を行う

など、支払漏れのないよう徹底されたい。 

当該職員の旅費について、令和 7年1月22日に支払

を行いました。 

また、旅費の支払状況について財務会計システムに

より確認することを課内で周知し、再発防止を図りま

した。 

（令和 7年4月10日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 18号 

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第 16号）第5条の規定により、負担金の賦

課対象区域を定めたので、次のとおり告示する。 

なお、関係図書は令和 7年4月 1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

令和 7年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

賦課対象区域（第 2負担区） 

桂木町～南京終町二丁目の一部 

賦課対象区域（第 4負担区） 

北之庄町の一部 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 19号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 7年4月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和 7年4月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

中山町 1493-1の一部他 ①  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

菅野台 ②  分流 

六条二丁目 988-1 ③  分流 

宝来三丁目 155-10他 ④  分流 

位置図省略 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 20号 
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 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項において準用する同法第 62条第 1項の規定により大和都市

計画（奈良国際文化観光都市建設計画）下水道事業奈良市流域関連公共下水道の事業認可および変更図書の写しの送

付がありましたので、同法第 63条第 2項において準用する同法第 62条第2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に

供します。 

 令和 7年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

【縦覧場所】 

 奈良市法華寺町 264番地1 

 奈良市企業局事業部下水道事業課 

【縦覧する図書】 

 ・事業地を表示する図面一式（位置図、平面図） 

 ・設計の概要を表示する図面一式 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 21号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第33条の2において準用する地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

243条の 2第 1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、地方公営企業法第 33条の 2にお

いて準用する地方自治法第243条の 2第2項の規定により告示する。 

 令和 7年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる収入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる収入等の種類 

奈良市大宮町五丁目 2番11号 

南都ビルサービス株式会社 

代表取締役 中谷 尚央 

水道料金 

下水道使用料 

給水再開手数料等 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 7年4月1日 

委託をした日：令和 7年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に収入等の収納の事務を委託する期間 

令和 7年4月1日から令和8年 3月31日まで 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 22号 

 奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり公示する。 

 令和 7年4月1日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

株式会社小川設備工業 代表取締役 小川 一輝 奈良県橿原市小綱町16-3 YAGI 

WEST STORAGE（E-南号室） 

令和 7年3月24日 

（令和 7年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 23号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項において準用する同法第 62条第 1項の規定により、大和都

市計画下水道事業大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区・第二処理区）の事業計画の変更図書の写しの送付が

ありましたので、同法第 63条第2項において準用する同法第 62条第2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供し



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 76 － 

ます。 

 令和 7年4月14日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

【縦覧場所】 

 奈良市法華寺町 264番地1 

 奈良市企業局事業部下水道事業課 

【縦覧する図書】 

 ・事業地を表示する図面一式（位置図、平面図） 

 ・設計の概要を表示する図面一式 

（令和 7年4月14日掲示済） 

 

奈良市企業局告示 24号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 7年4月14日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

有限会社ウィルテック 代表取締役 堀内 豊 大阪府茨木市五日市緑町 2番22号 令和7年3月26日 

（令和 7年4月14日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第 7号 

  令和 7年 4月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 7年4月11日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 7年4月18日（金） 午前 10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

 教育長報告（1）令和8年度使用奈良市立高等学校教科用図書採択の基本方針について 

 教育長報告（2）奈良市教職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正について 

 教育長報告（3）奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則の一部改正について 

 教育長報告（4）奈良市いじめ防止基本方針策定委員会規則の一部改正について 

 教育長報告（5）奈良市いじめ対策検討委員会規則の一部改正について 

教育長報告（6）奈良市いじめ調査委員会規則の一部改正について 

 教育長報告（7）奈良市学校結核対策委員会規則の一部改正について 

 教育長報告（8）奈良市教育支援委員会規則の一部改正について 

議事 

議案第1号 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員の委嘱及び任命について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 7年4月11日掲示済） 

 



令和 7年 6月 16日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 143号 

－ 77 － 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 4号 

奈良市農業委員会令和 7年4月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則（昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号）第2条第1項の規定により告示します。 

令和 7年4月7日 

奈良市農業委員会長 巽   一 孝  

1 日時 

令和 7年4月14日（月） 午後 1時30分 

2 場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 中央棟地下 1階 B1会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和 27年法律第229号）第3条、第4条及び第 5条に関する許可申請及び届出について 

（2）農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号）に基づく農用地利用集積等促進計画について 

（3）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせん結果について 

（4）農地法第 6条の2第1項の規定による農地所有適格法人以外の者の要件確認について 

（5）知事許可について 

（令和 7年4月7日掲示済） 

 

議 会    

奈良市議会告示第 1号 

 令和 7年4月11日、奈良市議会議員 北 良晃 の辞職を許可しました。 

 令和 7年4月11日 

                       奈良市議会議長 森 岡 弘 之  

（令和 7年4月11日掲示済） 


